
婚姻届
【届出に必要なもの】

　・婚姻届用紙

　　　ご結婚される２人の署名

　　　証人（成年２人）の署名

 ※外国籍の方と婚姻される場合の必要なものについては、

　　　窓口へお問合せください。

※　婚姻届を代理の方が提出するとき

　届書に届出人本人の署名がされ、必要事項が記入されている場合は、本人以外

の方でも届書を提出することができます。

　本人以外による提出の場合は、本人確認のため後日届出人本人に郵便で通知

を送ります。なお、届書の内容に不備があり、訂正や記入していただく必要がある場

合は、その場で受理できないことがありますのでご了承ください。

ご結婚おめでとうございます

関連する手続きは、

次のページです

　土日や夜間など、開庁時間外に提出希

望の場合は、できるだけ平日に窓口で事前

審査を受けてください。

　事前審査無く時間外に守衛室に提出さ

れた場合、本籍や住所の確認ができないた

め、後日来庁をお願いする場合があります。

結婚

滑川市役所

〒９３６－８６０１

　滑川市

　寺家町１０４番地

◆市役所代表電話　　　　　　　　

　　０７６－４７５－２１１１
◆開　庁　時　間

　　午前　８時３０分　～　午後　５時１５分
　　　　　　　　　　　　　（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです）



本人確認書類（説明は表面）をお持ちください。
　　に関連するおもな手続き 課名の下に書いてある色は、窓口看板の色です。

下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

住所が変わる方 □
住所変更（転入・転
出・転居）

マイナンバーカード
（お持ちの方）

同居中で、今まで生計が別
になっていた方
（住民票上、別世帯になっ
ていた方）

□ 世帯合併、世帯変更

姓が変わる方で、マイナン
バーカードをお持ちの方

□ 氏名変更 マイナンバーカード

姓が変わる方で、旧姓の印
鑑で印鑑登録している方

□
自動的に登録廃止に
なります

□ 手続き不要

後日、医療保健課から
新しい資格情報のお知
らせまたは資格確認書
が送付されます。

□

各種認定証の変更
※勤務先の健康保険
に加入の方は勤務先
へお問い合わせくだ
さい

・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負
担額減額認定証
・標準負担額減額認定
証
・特定疾病療養受療証
など

□ 国民健康保険の脱退

・勤務先の資格情報の
お知らせ、資格確認
書、または資格取得証
明書
・国民健康保険資格確
認書(お持ちの方)

保険の手続きは、マ
イナンバーカードが
必要です。（お持ち
でない方は本人確認
書類）

□ 保険料の還付 ・通帳 税務課
１階⑤
市民税係
475-1265

□ 国民健康保険の加入 １階①
475-1304

□
国民年金の加入
（20歳から60歳未
満）

１階②
475-1304

□

国民健康保険税の口
座振替→手続きされ
ない方は普通徴収
（納付書払い）

・通帳
・通帳届出印

税務課
１階⑤
市民税係
475-1265

受付窓口

市民課 １階①
475-1304

国民健康保険に加入中で、
姓が変わる方、世帯構成が
変わるなど、
資格情報のお知らせや資格
確認書の記載に変更がある
方、また各種認定証をお持
ちの方

医療保健課

１階⑦
医療保険係
475-1339

国民健康保険から、配偶者
の勤務先の健康保険の扶養
に入る方

国民健康保険に加入する方

・勤務先の健康保険の
資格喪失証明書

市民課

保険

住所
戸籍



下記にあてはまりますか？ ﾁｪｯｸ 手続き 必要なもの

保育園・認定こども園・幼
稚園等に入園している子ど
もがいる方

□
住所・氏名・世帯員
変更など

（世帯員が追加になる
場合）保護者の就労証
明書等、マイナンバー
がわかるもの
※詳しくはお問合せく
ださい

西館１階⑩
475-1486

児童手当の受給対象児童が
いる方（０歳～18歳）

□

児童手当の受給者変
更など
※新たに申請する方
が公務員の場合は、
勤務先に申請くださ
い

※受付窓口でご相談く
ださい

こども医療費受給資格証を
お持ちの方
（０歳～18歳）

□
住所・氏名・加入保
険証等の変更

・受給資格証
・子の保険証情報が確
認できるもの（資格確
認書、資格情報のお知
らせ、マイナポータル
の保険証情報画面等）

□
児童扶養手当の資格
喪失

・児童扶養手当証書
（お持ちの方）

□

ひとり親家庭等医療
費助成の資格喪失
届、こども医療費助
成の申請

・ひとり親家庭等医療
費受給資格証
・子の保険証情報が確
認できるもの（資格確
認書、資格情報のお知
らせ、マイナポータル
の保険証情報画面等）

□
就学援助の再申請
※世帯構成が変わる
と再申請が必要

通学している学校へお
問合せください

教育総務課
西館３階㉓
475-1479

特別児童扶養手当の受給対
象児童がいる方

□
特別児童扶養手当の
受給者変更、扶養義
務者の追加など

※受付窓口でご相談く
ださい

福祉課
東別館１階㉗
475-1377

姓が変わる方で障がいの手
帳をお持ちの方

□ 各種手帳の氏名変更

・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉
手帳など

重度心身障害者の医療費受
給資格をお持ちの方

□
重度心身障害者医療
費受給者資格の変更

・重度心身障害者等医
療費受給者証
・健康保険証
※認印が必要な場合が
あります

※　裏面に庁舎案内図（１・２階）を載せています

受付窓口

子育て応援課

西館１階⑩
475-1489

ひとり親家庭等に該当して
いた方

福祉課

東別館１階
㉗

475-1377

子ども

障がい




